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議
会
９
月
１
日
か
ら
10
月
５
日
ま
で
の
会
期

市
議
会
９
月
定
例
会
の
主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

問
い
合
わ
せ　

総
務
課　

瀧
口
恵　

☎
（
23
）
０
０
５
０

令
和
元
年
度
牧
之
原
市
一
般
会
計
歳

入
歳
出
決
算
の
認
定

　

令
和
元
年
度
牧
之
原
市
一
般
会
計

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
歳
入
は
２
１
３
億
１
８
３
１
万

１
５
９
４
円
、
歳
出
は
２
０
５
億
３
６

８
７
万
８
１
６
５
円
で
、
翌
年
度
へ
繰

り
越
す
べ
き
財
源
を
差
し
引
い
た
歳

入
歳
出
差
引
残
額
は
５
億
８
５
７
５

万
２
４
２
９
円
と
な
り
ま
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）

　

令
和
２
年
度
の
７
回
目
の
補
正
で
、

４
１
４
５
万
２
千
円
を
増
額
し
、
補

正
後
の
総
額
を
２
７
１
億
２
７
９
５

万
８
千
円
と
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
補
正
予
算
で
は
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
に

よ
り
事
業
が
中
止
ま
た
は
縮
小
と

な
っ
た
こ
と
に
よ
る
減
額
や
、
梅
雨

前
線
豪
雨
に
よ
る
市
道
お
よ
び
農
業

用
施
設
の
災
害
復
旧
費
な
ど
の
計
上

が
主
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

公
平
委
員
会
委
員
の
選
任

　

３
人
の
委
員
の
う
ち
１
人
の
任
期

が
令
和
２
年
10
月
10
日
を
も
っ
て
満

了
と
な
る
た
め
、
山や

ま

本も
と

坂さ
か

衛え

さ
ん
が

選
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

委
員
は
、
市
職
員
に
対
す
る
不
利

益
な
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て

や
、
勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要

求
を
審
査
、
判
定
し
、
必
要
な
措
置

を
執
る
な
ど
の
役
割
を
持
っ
て
い
ま

す
。
任
期
は
４
年
間
で
す
。

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の

選
任

　

令
和
２
年
11
月
15
日
の
任
期
満
了

に
伴
い
、
次
の
３
人
が
委
員
に
選
任

さ
れ
ま
し
た
。

　

委
員
は
、
固
定
資
産
の
価
格
に
関

す
る
事
項
に
関
し
て
不
服
が
あ
る
人

か
ら
審
査
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
、

そ
の
申
出
に
つ
い
て
審
査
し
、
決
定

す
る
役
割
を
持
っ
て
い
ま
す
。
任
期

は
３
年
間
で
す
。

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命

　

４
人
の
委
員
の
う
ち
、
新
た
な
委

員
と
し
て
、
池い

け

ケが

谷や

祐ゆ
う

太た

さ
ん
が
任

命
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は
令
和
２
年

11
月
16
日
か
ら
４
年
間
で
す
。

　

こ
の
他
、
特
別
会
計
お
よ
び
水
道

事
業
会
計
の
令
和
元
年
度
歳
入
歳
出

決
算
が
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
▼
人
権
擁
護
委
員
の
候
補

者
の
推
薦
に
つ
い
て
▼
農
業
委
員
会

委
員
の
任
命
に
つ
い
て
▼
牧
之
原
市

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運

営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
▼
相
寿
園
管
理
組
合

規
約
の
一
部
を
変
更
す
る
規
約
に
つ

い
て
▼
相
寿
園
管
理
組
合
の
解
散
に

つ
い
て
▼
相
寿
園
管
理
組
合
の
解
散

に
伴
う
財
産
処
分
に
つ
い
て
▼
特
別

会
計
の
令
和
２
年
度
補
正
予
算
―
な

ど
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

市
で
は
、
登
下
校
時
の
総
合
的
な
防
犯
対
策
と
し

て
「
子
ど
も
１
１
０
番
の
家
」
と
の
連
携
を
推
進
し

て
い
ま
す
。
本
年
度
か
ら
、
子
ど
も
の
緊
急
避
難
場

所
と
し
て
の
「
ほ
っ
と
な
家
」
の
名
称
を
、
全
国
的

に
使
用
さ
れ
て
い
る
「
子
ど
も
１
１
０
番
の
家
」
に

変
更
し
ま
し
た
。

　
「
子
ど
も
１
１
０
番
の
家
」
に
登
録
さ
れ
て
い
る

協
賛
家
庭
に
は
、
各
小
学
校
か
ら
手
引
き
を
配
布
し
、

活
動
内
容
と
対
応
方
法
に
つ
い
て
周
知
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
子
ど
も
が
か
け
こ
み
や
す
い
環
境
づ
く
り
と

し
て
、「
子
ど
も
１
１
０
番
の
家
」
の
表
示
を
道
路
か

ら
見
え
や
す
い
と
こ
ろ
に
掲
げ
る
こ
と
を
お
願
い
し

て
い
ま
す
。
従
来
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
看
板
や
旗

に
つ
い
て
は
、
新
し
い
も
の
に
随
時
変
更
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

　

現
在
、
市
内
で
は
４
５
０
軒
の
登
録
が
あ
り
、
子

ど
も
た
ち
の
見
守
り
を
支
援
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

新
し
く
登
録
し
て
く
だ
さ
る
人
も
募
集
し
て
い
ま
す
。

地
域
の
皆
さ
ま
に
は
、
子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
環
境
づ
く
り
を
見
守
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

子
ど
も
の
緊
急
避
難
場
所

子
ど
も
１
１
０
番
の
家

問
い
合
わ
せ　

学
校
教
育
課　

中
野
拓
人

☎
（
53
）
２
６
４
５

教
育

「子ども110番の家」の旗

山本坂衛さん
（勝間田区）
再任

加
か

藤
とう

俊
とし

夫
お

さん
（川崎区）
新任

西
にし

川
かわ

浩
ひろ

美
み

さん
（波津区）
再任

松
まつ

本
もと

周
しゅう

治
じ

さん
（坂部区）
再任

池ケ谷祐太さん
（坂部区）
新任

問
い
合
わ
せ

▼
登
録
に
つ
い
て

　

学
校
教
育
課

　

☎（
53
）２
６
４
５

▼
旗
の
取
り
替
え
に

　

つ
い
て

　

学
校
へ
ご
連
絡
く

　

だ
さ
い
。

健
康
不
妊
治
療
費
等
助
成
金
要
綱
を
改
正

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
不
妊
治
療
費
等
助
成
金
の
特
例
に
つ
い
て

問
い
合
わ
せ　

健
康
推
進
課　

池
田
公
子　

☎
（
23
）
０
０
２
７

特
定
不
妊
治
療
費
助
成
金

　

次
の
特
例
は
、
令
和
３
年
３
月
31
日
ま

で
に
治
療
を
終
了
し
た
人
が
対
象
で
す
。

﹇
年
齢
要
件
の
緩
和
﹈

①
対
象
者　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

　

症
（
以
下
「
コ
ロ
ナ
」）
感
染
予
防
の
た

　

め
治
療
を
延
期
し
た
夫
婦
で
、
令
和
２

　

年
３
月
31
日
に
妻
の
年
齢
が
42
歳
で
あ

　

り
、
治
療
期
間
初
日
の
妻
の
年
齢
が
44

　

歳
未
満
の
場
合
は
申
請
で
き
ま
す
。

②
通
算
助
成
回
数　

コ
ロ
ナ
感
染
予
防
の

　

た
め
治
療
を
延
期
し
た
夫
婦
で
、
令
和

　

２
年
３
月
31
日
に
妻
の
年
齢
が
39
歳
の

　

場
合
は
、
初
回
助
成
時
の
治
療
期
間
初

　

日
の
妻
の
年
齢
が
41
歳
未
満
で
あ
れ
ば

　
「
通
算
６
回
ま
で
」
と
し
ま
す
。

﹇
所
得
判
定
の
見
直
し
﹈

①
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
所
得
が
急
変
し
、

　

令
和
２
年
の
所
得
が
夫
婦
で
７
３
０
万

　

円
未
満
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
は
、

　

令
和
２
年
の
所
得
の
推
計
で
判
定
。

②
コ
ロ
ナ
感
染
防
止
の
た
め
治
療
を
延
期

　

し
、
申
請
が
令
和
２
年
６
月
か
ら
令
和
３

　

年
５
月
ま
で
と
な
っ
た
夫
婦
で
、
令
和
元

　

年
の
夫
婦
の
所
得
が
７
３
０
万
円
以
上

　

の
場
合
は
、
平
成
30
年
の
所
得
で
判
定
。

③
コ
ロ
ナ
感
染
防
止
の
た
め
治
療
を
延
期

　

し
、
申
請
が
令
和
３
年
６
月
か
ら
令
和
４

　

年
３
月
ま
で
と
な
っ
た
夫
婦
で
、
令
和
２

　

年
の
夫
婦
の
所
得
が
７
３
０
万
円
以
上

　

の
場
合
は
、
令
和
元
年
の
所
得
で
判
定
。

一
般
不
妊
治
療
費
等
助
成
金

　

次
の
特
例
は
、
令
和
３
年
３
月
31
日
ま

で
に
申
請
を
し
た
人
が
対
象
で
す
。

﹇
年
齢
要
件
の
緩
和
﹈

▼
一
般
不
妊
治
療　

令
和
２
年
３
月
31
日

　

の
妻
の
年
齢
が
39
歳
で
、
コ
ロ
ナ
の
影

　

響
で
治
療
を
延
期
し
た
場
合
は
、
治
療

　

期
間
初
日
の
妻
の
年
齢
を
「
40
歳
未
満
」

　

か
ら
「
41
歳
未
満
」
に
緩
和
し
ま
す
。

▼
不
育
症
治
療　

令
和
２
年
３
月
31
日
の

　

妻
の
年
齢
が
42
歳
で
、
コ
ロ
ナ
の
影
響

　

で
治
療
を
延
期
し
た
場
合
は
、
治
療
期

　

間
初
日
の
妻
の
年
齢
を
「
43
歳
未
満
」

　

か
ら
「
44
歳
未
満
」
に
緩
和
し
ま
す
。

﹇
所
得
判
定
の
見
直
し
﹈

①
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
所
得
が
急
変
し
、

　

令
和
２
年
の
所
得
が
夫
婦
で
７
３
０
万

　

円
未
満
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
は
、

　

令
和
２
年
の
所
得
の
推
計
で
判
定
。

②
コ
ロ
ナ
感
染
防
止
の
た
め
治
療
を
延
期

　

し
、
申
請
が
令
和
２
年
６
月
か
ら
令
和
３

　

年
３
月
ま
で
と
な
っ
た
夫
婦
で
、
令
和
元

　

年
の
夫
婦
の
所
得
が
７
３
０
万
円
以
上

　

の
場
合
は
、
平
成
30
年
の
所
得
で
判
定
。

防
災
は　

備
え
と
意
識
と　

助
け
あ
い

地
域
防
災
訓
練
に
参
加
し
ま
し
ょ
う

問
い
合
わ
せ　

防
災
課　

増
田
真
也　

☎
（
23
）
０
０
５
６

防
災

12
月
６
日
の
「
地
域
防
災
の
日
」
に
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
予
防
対

策
を
講
じ
な
が
ら
、
市
内
各
地
区
で
地

域
防
災
訓
練
を
実
施
し
ま
す
。

　

近
年
、
防
災
訓
練
の
重
要
性
と
繰
り

返
し
の
訓
練
の
大
切
さ
が
再
認
識
さ
れ
、

災
害
時
に
は
訓
練
に
参
加
し
て
い
る
人

の
生
存
率
が
高
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

自
分
と
家
族
の
命
は
自
ら
守
る
「
自

助
」
と
、み
ん
な
で
助
け
支
え
合
う
「
共

助
」
の
取
り
組
み
を
実
践
し
、
日
頃
か

ら
地
域
の
防
災
力
を
高
め
る
た
め
、
訓

練
に
参
加
し
ま
し
ょ
う
。

地
域
防
災
訓
練
の
流
れ

﹇
12
月
５
日
土
﹈
▼
午
後
７
時
30
分
＝

同
報
無
線
で
訓
練
事
前
広
報

﹇
12
月
６
日
日
﹈　

▼
午
前
６
時
50
分
＝

同
報
無
線
で
訓
練
実
施
（
中
止
）
の
お

知
ら
せ
▼
午
前
９
時
＝
「
訓
練
地
震
発

生
・
訓
練
開
始
」
サ
イ
レ
ン
１
分
間
吹

鳴
▼
午
前
９
時
５
分
ご
ろ
＝
「
訓
練
大

津
波
警
報
」
同
報
無
線
、緊
急
速
報
メ
ー

ル
配
信
▼
正
午
ご
ろ
＝
同
報
無
線
で
訓

練
終
了
の
お
知
ら
せ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
対
策

▼
参
加
者
は
で
き
る
限
り
マ
ス
ク
を
着

用
す
る
▼
風
邪
症
状
な
ど
が
あ
る
人
は

参
加
を
控
え
る
▼
参
加
者
同
士
が
過
度

に
密
集
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る

▼
高
齢
者
は
流
行
の
状
況
に
よ
っ
て
参

加
を
控
え
る

緊
急
速
報
メ
ー
ル

　

訓
練
当
日
の
午
前
９
時
５
分
ご
ろ
に
、

携
帯
電
話
ま
た
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に

緊
急
速
報
メ
ー
ル
を
配
信
し
ま
す
。

﹇
緊
急
速
報
メ
ー
ル
と
は
﹈

　

気
象
庁
が
発
表
す
る
「
緊
急
地
震
速

報
」「
津
波
警
報
」
お
よ
び
「
特
別
警
報
」、

県
や
市
町
な
ど
が
発
表
す
る
「
災
害
・

避
難
情
報
」
を
、
特
定
区
域
の
携
帯
電

話
な
ど
に
一
斉
配
信
す
る
携
帯
電
話
会

社
の
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

﹇
注
意
点
﹈

①
メ
ー
ル
受
信
（
鳴
動
）
に
よ
り
不
都

　

合
が
あ
る
人
は
、
事
前
に
携
帯
電
話

　

な
ど
の
電
源
を
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

設
定
に
よ
っ
て
は
、
マ
ナ
ー
モ
ー
ド

　

で
も
着
信
音
が
鳴
り
ま
す
。

③
受
信
の
可
否
、
鳴
動
音
な
ど
は
個
々

　

の
受
信
端
末
の
機
種
や
設
定
に
よ
り

　

異
な
り
ま
す
。
詳
細
は
各
携
帯
電

　

話
会
社
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

④
市
か
ら
の
緊
急
速
報
メ
ー
ル
は
、
他

　

市
町
の
区
域
に
い
る
と
受
信
で
き
ま

　

せ
ん
。
ま
た
、
他
市
町
に
い
る
場
合

　

に
は
、
他
市
町
の
メ
ー
ル
を
受
信
し

　

ま
す
。


